
令和４年９月13日　火曜日� 第11151号長 崎 県 公 報

─ 5277 ─

毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

・�液化石油ガス販売事業者の認定� 消 防 保 安 室

◎　公　告

・�落札者等� 総 務 文 書 課

・�測量の実施（３件）� 建 設 企 画 課

◎　選挙管理委員会告示

・�選挙人名簿登録者数の50分の１の数及び総数の80万を超える数に８分の１を乗じ

て得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを

合算して得た数並びに県議会議員選挙区別の３分の１の数� 選挙管理委員会書記室

長崎県告示第596号

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律149号）第35条の６第１項の規定に

より、次のとおり液化石油ガス販売事業者を認定したので、同法第88条第２項第１号の規定に基づき公示する。

　　令和４年９月13日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　事業者の名称、所在地及び代表者の氏名

　　株式会社チョープロ

　　長崎市赤迫三丁目２番20号

　　代表取締役　荒木健治

２　認定年月日及び認定番号

　　令和４年９月２日

　　第４号

３　認定種別

　　第１号認定

　　　落札者等（公示）

　落札者等について、次のとおり公示する。

　　令和４年９月13日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　物品等又は特定役務の名称及び数量

　　複写サービス等提供業務

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示

　　　　公　　　　　告
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　　複写サービスの提供（複合機の賃貸借、保守点検及び消耗品供給業務）

　　ア　デジタルフルカラー複合機　モノクロ毎分75枚機以上、カラー毎分70枚機以上　89台

　　　　月予定枚数　モノクロ35,000枚、カラー6,000枚、２色印刷2,000枚

　　イ　デジタルモノクロ複合機　毎分40～45枚機　10台

　　　　月予定枚数　モノクロ4,000枚

　　ウ　デジタルモノクロ複合機　毎分65枚機以上　３台

　　　　月予定枚数　モノクロ21,000枚

　　の機器の運用に必要となるソフトウェアの賃貸借及び保守

２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　長崎県総務部総務文書課企画・文書班

　　〒850－8570�長崎市尾上町３番１号　電話番号�095-895-2113

３　契約方法

　　一般競争入札

４　落札決定日

　　令和４年８月25日

５　落札者

　　長崎市田中町587番地１

　　（株）イシマル　代表取締役　石丸　利行

６　落札価格（消費税及び地方消費税は含まない。）

　　複写サービスの提供（１枚あたりの単価）

　　　モノクロ　0.49円

　　　カラー　　4.48円

　　　２色印刷　1.05円

　　の機器の運用に必要となるソフトウェアの賃貸借及び保守

　　　0円

７　入札公告日

　　令和４年７月15日

８　落札方式

　　最低価格

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、五島振興局

長から公共測量（基準点測量）を次のとおり実施する旨の通知があった。

　　令和４年９月13日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　間

長崎県五島市岐宿町戸岐ノ首
令和４年９月15日から

令和４年10月31日まで

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省

九州地方整備局長崎河川国道事務所長から公共測量（航空レーザ測量（地図情報レベル1000））を次のとおり実

施する旨の通知があった。

　　令和４年９月13日

� 長崎県知事　大石　賢吾　
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　公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　間

長崎県島原市、南島原市、雲仙市
令和４年９月14日から

令和５年２月28日まで

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省

九州地方整備局長崎河川国道事務所長から公共測量（基準点測量、水準測量）を次のとおり実施する旨の通知が

あった。

　　令和４年９月13日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　間

長崎県東彼杵郡東彼杵町
令和４年９月16日から

令和４年12月23日まで

長崎県選挙管理委員会告示第58号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第１項、第80条第１項、第81条第１

項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１項の

規定による選挙権を有する者の50分の１の数及び総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分

の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数並びに県議会議員選挙区別の３分の１

の数は次のとおりである。

　　令和４年９月13日

� 長崎県選挙管理委員会　

� 委員長　葺本　昭晴　

１　50分の１の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22,112人

２　総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と

　　40万に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を

　　乗じて得た数とを合算して得た数　　　　　　　　　　　　�238,197人

３　県議会議員選挙区別の３分の１の数

　　長�崎�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�114,792人

　　佐世保市・北松浦郡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,888人

　　島�原�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,154人

　　諫�早�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,453人

　　大�村�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26,380人

　　平�戸�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�8,407人

　　松�浦�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�6,048人

　　対�馬�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�8,187人

　　壱�岐�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�7,095人

　　五�島�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,214人

　　西�海�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�7,444人

　　雲�仙�市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,767人

　　南島原市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,348人

　　　　選挙管理委員会告示
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　　西彼杵郡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,143人

　　東彼杵郡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�9,948人

　　南松浦郡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�5,262人 発
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